
Ⅰ　人事行政の運営状況

　１　職員の任免及び職員数に関する状況

(1)採用者数 (平成28年4月1日付)　　　　　　　　　　　(単位：人) (平成27年度：平成27年4月1日～平成28年3月31日)(単位：人)

小　計

小　計

小　計

(2)退職者数 (平成27年度)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　区分

職種

一般行政職
研 究 職
医 療 職
技能労務職
教 育 職
警 察 職
合　   計

(注）１ 「普通退職」とは、定年退職及び勧奨退職のいずれの事由にも該当しないで離職する場合をいう。（例：自己都合に
　　　よる退職や、二以上の地方公共団体の職員としての身分を併有していたが一方の地方公共団体を離職した場合等）
　　 ２ 「在職期間の通算を伴う退職等」とは、「普通退職」の要件に該当するもののうち、任命権者又はその委任を受けた
　　　者の要請に応じ、引き続いて他の地方公共団体、国等の職員となるため退職手当を支給されずに退職した場合や、二以
　　　上の地方公共団体の職員としての身分を併有していたが、一方の地方公共団体を離職した場合をいう。

108 0 5 0 11840 486 1 155 183

0 0 17

103 44 0 5
551 326 0 134

51 32 0 0 0 3
60 0 4 0 384

0 0 0
16 0 1 0 2

5 3 0 0
25 15 0 2

0 0 0 0 0 2
0 0

（単位：人）

合　計
　定年退職　 勧奨退職

（定年前希望
退職を含む）

普通退職 そ　の　他
勤務延長後

の退職
在職期間の通算

を伴う退職等

11 9 1 1

分限免職 懲戒免職 失　職 死亡退職

145 89 0 13 40
1 0 0

1学校栄養職員 2 1 1 学校栄養職員 1

17

合　　　計 633 597 270 合　　　計 646 284

小　計 44 40 19 小　計 43

県立自然博物館学芸員 2 2 1 県立博物館学芸員 1 1

看護師 4 4 1

体育指導員 7専任教員 4 4 4
専任教員 2 2

試験研究員 1 0 0
船舶職員 1

2

0研究員 1 1 0
看護師 5 3

船舶職員 1 1 0

職業訓練指導員 1

0

1
臨床検査技師 1 1 1 研究員 1 0
診療放射線技師 1 1 0 臨床検査技師 1

0
栄養士 2 2 2 保健師 2 2
保健師 2 2 2 薬剤師 2

1

社会福祉士 5 5 2 社会福祉士 3

3
薬剤師 3 3 1 獣医師 4 0
獣医師 3 1 1 精神保健相談員 4

17

資格
免許
職等

医師 11 11 2

資格
免許
職等

医師 7 0

小　計 104 95 18 小　計 113

警察
官

1

臨床心理士 1 1 1 臨床心理士 1

38 0 警察官B　男性 49 0
7警察官B　女性 10 9 9 警察官B　女性 7

警察官A　男性一般 45 0
警察官A　女性一般 10 9 9 警察官A　女性一般 10 10
警察官A　男性一般 43 38 0

警察
官

警察官A　男性武道 1 1 0 警察官A　男性武道 2 0
警察官B　男性 40

1

小　計 361 352 192 381 222

実習助手 1

15
実習助手 4 4 2 寄宿舎指導員 2 1
養護教員 20 20 20 養護教員 15

高等学校教員 57 24
特別支援学校教員 30 30 17 特別支援学校教員 34 26

小学校教員 166 106
中学校教員 77 76 33 中学校教員 106 49

教員

小学校教員 180 174 99

教員

高等学校教員 50 48 21

13 6

学校事務職 7 3
警察事務職 7 4 4 警察事務職 3 2

一般事務 2 0

土木 2 2 1 土木 1 1
Ⅲ種

一般事務 3 3 2

Ⅲ種学校事務職 12 6 3

小　計 24 15 10

小　計 0 0 0 0 0
 Ⅱ種  Ⅱ種

2
小　計 100 95 31 小　計 96 22

警察事務職 8 5 4 警察事務職 4

0
法医鑑識職 1 1 0 水産職
水産職 1 1 0 林学職 3

2 0

0
林学職 3 3 2 農学職 7 2
農学職 5 4 3 化学職 1

0
化学職 1 1 0 電気職 1 0
電気職 1 1 0 建築職B 1

情報職A 2 2 1 情報職A 3

0
建築職 2 2 0 建築職A 2 0
総合土木職 15 15 0 総合土木職 9

内女性

Ⅰ種

一般行政職 60 59 21

Ⅰ種

一般行政職 63 18

試　験 (検　査)　区　分 合格者数 採用者数 内女性 試　験 (検　査)　区　分 採用者数

0
情報職B 1 1 0 情報職B 0 0
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(3)再任用職員の採用・離職状況 (平成27年度)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：人)

　　　区分 合　計 合　計
短時間勤務職員

 職員

職種
任期
更新

任期
更新

任期
更新

任期
更新

任期
更新

任期
更新

任期
更新

任期
更新

任期
満了

任期
満了

任期
満了

一般行政職 158 129 19 6 139 123 0 0 0 0 139 123 0 0 0 0 33 21 2 1 31 20
研 究 職 7 3 2 0 5 3 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 7 2 1 0 6 2
医 療 職 13 8 2 0 11 8 0 0 0 0 11 8 0 0 0 0 4 2 0 0 4 2
技能労務職 40 28 7 0 33 28 0 0 0 0 0 0 0 0 33 28 12 6 1 0 11 6
教 育 職 127 64 123 63 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3 28 3 0 0
警 察 職 34 17 24 10 10 7 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 17 6 11 0 6 6
合　   計 379 249 177 79 202 170 4 1 0 0 165 141 0 0 33 28 101 40 43 4 58 36

(4)再任用職員の職員数 (平成28年4月1日現在)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：人)

　　　区分 合　計
短時間勤務職員

職種
任期
更新

任期
更新

任期
更新

任期
更新

任期
更新

任期
更新

任期
更新

任期
更新

一般行政職 157 121 31 9 126 112 0 0 0 0 126 112 0 0 0 0
研 究 職 8 5 2 0 6 5 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0
医 療 職 16 8 6 0 10 8 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0
技能労務職 29 28 2 1 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
教 育 職 191 98 185 93 6 5 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0
警 察 職 27 16 21 12 6 4 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0
合　   計 428 276 247 115 181 161 0 0 6 5 148 129 0 0 27 27

常時勤務職員 常時勤務職員 短時間勤務

15時間30分
以上

19時間22分30
秒未満

19時間22分30
秒以上

23時間15分未
満

23時間15分
以上

27時間7分30秒
未満

27時間7分30秒
以上

29時間3分45秒
未満

29時間3分45秒
以上

31時間以下

27時間7分30秒
以上

29時間3分45秒
未満

29時間3分45秒
以上

31時間以下

再任用職員数
常時勤務職員

15時間30分
以上

19時間22分30
秒未満

19時間22分30
秒以上

23時間15分未
満

23時間15分
以上

27時間7分30秒
未満

再任用職員数 再任用職員の離職者数
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(5) 部門別職員数の状況と主な増減理由

人）

人）

人）

(注) １　職員数は一般職に属する職員であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時職員を

　除く。

２　[             ]内は、条例定数の合計である。

(6) 年齢別職員構成の状況 　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２８年４月１日現在）

　

（平成２８年４月１日現在）　　　　　　　　　　　（単位：人）

　　　　　　　　　区分
部門

職員数 対前年
増減数

主　な　増　減　理　由　等
平成２７年 平成２８年

3

農 林 水 産 755 769 14

324 336

教育部門 8,868 8,802 ▲ 66

小　計 3,575 3,541 ▲ 34 (参考：人口10万人当たり職員数 356.1

一
般
行
政
部
門

議 会 31 32

・紀の国わかやま国体、紀の国わかやま大会終
了
・子ども・女性・障害者相談センター体制強化
・振興局に農林水産振興部設置
・土砂災害啓発センター設置

総 務 企 画 807 709 ▲ 98

税 務 157 153 ▲ 4

1

小　計 204 205 1

1495

12

衛 生 441 458 17

14,865 ▲ 89 (参考：人口10万人当たり職員数

・学校の統廃合及び児童生徒数の減少による定数減

民 生

商 工 233 241 8

土 木 774 787

普
通
会
計
部
門

警察部門 2,511 2,522 11

小　計 14,954

(参考：人口10万人当たり職員数 1,515.6

公

営

企

業

等

会

計

部

門

病　院 158 158 0

その他 46 47

1

13

労 働 53 56

合　計 15,158 15,070 ▲ 88

[16,130] [16,062] [▲68]

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ 計～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

51歳 55歳 59歳 以上未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳

～ ～

人 人 人 人 人 人
職員数

人 人 人 人 人

76 515 1,347 1,552 1,349 1,346

人 人

15,0701,612 1,329 1,498 1,975 2,204 267

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20歳未満 21～23歳 24～27歳 28～31歳 32～35歳 36～39歳 40～43歳 44～47歳 48～51歳 52～55歳 56～59歳 60歳以上

構成比(%) ５年前の構成比(%)［％］
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　 (7) 職員数の推移

（▲2.9％）

5 （2.5%）

総合計 15,516 15,392 15,266 15,232 15,158 15,070 ▲ 446

14,865 ▲ 451 （▲2.9%）

公営企業等会計計 200 207 204 208 204 205

普通会計計 15,316 15,185 15,062 15,024 14,954

消防 0 0 0 0 0 0 0

警察 2,470 2,467 2,482 2,483 2,511 2,522 52 （2.1％）

教育 9,300 9,176 9,038 8,956 8,868 8,802 ▲ 498 （▲5.4％）

２７年 ２８年
過去５年間

の増減数（率）

一般行政 3,546 3,542 3,542 3,585 3,575 3,541 ▲ 5 （▲0.1％）

（単位：人・％）

　　　　　　　　　年　　度

部　　門
２３年 ２４年 ２５年 ２６年
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２ 職員の人事評価の状況

区　分

第１次評価者 第２次評価者

部長級職員 本庁の部長等 －

次長級職員（本庁・出先） 本庁の部長等 －

　　　〃　　　（振興局） 振興局長 －

課長級　所属長職員（本庁・出先） 本庁の局長等 本庁の部長等

　 〃　　   〃　　　　　（振興局） 振興局長 －

課長級職員（本庁・出先）※所属長職員を除く 所属長 本庁の局長等

　　　〃　　　（振興局）※所属長職員を除く 振興局の部長等 振興局長

課長補佐級以下及び現業職員（本庁） 副課長等 所 属 長

　　　　　　〃  　　  　　　　　　　　（出先） 次長等 ※管理職手当受給者 　 〃

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　（振興局） 副部長等 　 〃

　①　職務行動評価

知事部局 部次長級

評価要素 課長級

課長補佐級

係長級

一般職員

現業職員

　②　役割達成度評価

部次長級

課長級

課長補佐級

係長級

一般職員

現業職員

評価方法

自己評価
の有無

評価基準日

評価対象
期　　間

評定結果の
活用方法

　①　職務行動評価   　 人材育成、任用・人事配置、分限及び給与の決定のための資料
　②　役割達成度評価　 人材育成及び給与の決定のための資料

仕事の成果、基本方針の提示、適時・適切な判断、合意形成、責任ある業務
遂行、組織統率

仕事の成果、企画立案、コミュニケーション、責任感、仕事の進め方、部下の
育成・活用

仕事の成果、課題対応、コミュニケーション、責任感、仕事の進め方、部下の
育成・活用

仕事の成果、課題対応、コミュニケーション、責任感、仕事の進め方

仕事の成果、情報整理・知識、コミュニケーション、意欲、仕事の進め方

仕事の成果、情報整理・知識、コミュニケーション、意欲、仕事の進め方

　勤務実績（目標に対する達成度）

　①　職務行動評価　　　 ５段階による絶対評価
　②　役割達成度評価　　５段階による絶対評価

　①　職務行動評価　　　 有り
　②　役割達成度評価　　 〃

　①　職務行動評価　　　 １１月１日
　②　役割達成度評価　　　２月１日

　①　職務行動評価　　　 ４月１日から翌３月３１日まで
　②　役割達成度評価　　　　　　　　　　〃

（平成２７年度）

勤　　　務　　　成　　　績　　　の　　　評　　　定　　　の　　　概　　　要

被評価者
及び評価者

被　　評　　価　　者

評価の構成

　①　職務行動評価
　　 　被評価者の評価期間中の職務行動を、職務遂行に必要とされる能力を表象する職
　　 務行動に着目した基準により評価　（「能力」を評価）

　②　役割達成度評価
 　　　被評価者の担当する業務内容に即して、その課題、目標、進め方等を明確にした
　　 上で、評価期間における業務の実施結果を評価　（「実績」を評価）
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（１）教育庁

第１次評価者 第２次評価者

教育長 －

局　　長 教育長

課　　長 局　　長

副課長、室長 課　　長

（２）教育支援事務所

第１次評価者 第２次評価者

教育総務局長 教育長

所　　長 －

（３）学校以外の教育機関

第１次評価者 第２次評価者

局　　長 教育長

教育センター学びの丘の職員 副所長 所　　長

紀南図書館の職員 紀南図書館長 副館長

（４）派遣職員

第１次評価者 第２次評価者

事務局長 文化遺産課長

事務局長 スポーツ課長

　①　勤務成績評価

被評価者

（平成２７年度）

　②　個人目標申告に基づく実績評価
　　　 職員が自ら職務上の目標を設定し、その達成状況を自己評価するとともに、評価者が職員の
　　業績を評価する。

所長、副館長

区　分 勤　　　務　　　成　　　績　　　の　　　評　　　定　　　の　　　概　　　要

教育委員会
（事務局）

被評価者及び評価者

被評価者

教育企画監、局　長、参　事

課　長、室　長

副課長、主幹、教育企画員

上記以外の職員

被評価者

所　　長

上記以外の職員

　①　勤務成績評価　　　　　　　　　　　　　１１月１日
　②　個人目標申告に基づく実績評価　　　２月１日

評価期間
　①　勤務成績評価　　　　　　　　　　　　　４月１日から翌３月３１日まで
　②　個人目標申告に基づく実績評価　　　　　　　　　〃

　①　勤務成績評価　　　　　　　　　　　　　有り
　②　個人目標申告に基づく実績評価　　 〃

副所長、紀南図書館長 所長、副館長 局　　長

上
記
以
外
の

職
員

図書館・近代美術館・博物館・紀伊
風土記の丘・自然博物館の職員

副館長 －

被評価者

文化財センターの職員

和歌山県体育協会の職員

評価の構成

　①　勤務成績評価
　　　 職務遂行上の能力、意欲、成績を評価するものであり、自己評価を行うとともに、第１次評価者
　　及び第２次評価者が職員の勤務成績を評価する。

評 価 要 素

一般職員 企画立案、コミュニケーション、実行力、責任感、倫理観

現業職員 情報整理・知識、コミュニケ－ション、実行力、責任感、倫理観

　②　個人目標申告に基づく実績評価
　　　 職員が自ら設定した職務上の目標の評価期間における業務の実施結果（「実績」）を評価する。

評 価 方 法

評定結果の活用方法

　①　勤務成績評価
　　 　職員の意欲の向上や組織の活性化並びに、人材育成、任用、分限及び給与決定のための資料

　②　個人目標申告に基づく実績評価
　　 　職員の意欲の向上や組織の活性化並びに、人材育成、任用、分限及び給与決定のための資料

　①　勤務成績評価　                    　　　５段階による絶対評価
　②　個人目標申告に基づく実績評価　              〃

自己評価の有無

評価基準日
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（平成２７年度）

被評価者 第1次評価者 調整者

校長 教育長 ー

その他の職員 校長 教育長

校長

その他の職員

評定結果の活用方法 勤務成績の評定を行うことにより、その結果に応じた措置を講じる。

評 価 方 法 ３段階による絶対評価

自己評価の有無 無し

評価基準日 原則として９月１日

区　分 勤　　　務　　　成　　　績　　　の　　　評　　　定　　　の　　　概　　　要

教育委員会
（県立学校）

被評価者及び評価者

評価の構成 職務の状況及び勤務の状況等に基づき評定

評 価 要 素

教育計画と運営、職員の指導と管理、施設設備の管理、事務の掌握、地域社会と
の連携

学級経営、学習指導、生活指導、研修、校務の処理等

評 価 期 間 前年９月１日～８月３１日
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被評定者 第１次評定者 第２次評定者

参事官・所属長 所管部長 －

次席・管理官・副署長等 所属長 －

調査官・課長補佐・署課長等 管理官等 次席・副署長等

係長・主任・係員 担当補佐・署課長等 管理官等

初任科生 担当教官 校長補佐

　有り自己評価の有無

（平成２７年度）

区　分 勤　　　務　　　成　　　績　　　の　　　評　　　定　　　の　　　概　　　要

警察本部

被評価者及び評価者

評価の構成

　【初任科生以外の警察官・警察職員】
　　①　勤務実績評定
  　　　 被評定者の勤務実績について、基礎的能力、仕事の姿勢、業務処理能力に着眼して
　　　評定

　　②　人物評定
　　　　 被評定者の人物面について、社会面、活動面、精神面等に着眼して評定

　【初任科生】
　　①　学術評価
　　　　 被評定者の学術について、学科、術科成績に基づき評定
　　②　操行評価
　　　　 被評定者の操行について、生活面、功労面等に着眼して評定

評 価 要 素

　【初任科生以外の警察官・警察職員】
　　①　勤務実績評定
　　　　 実行力、折衝力、責任感、積極性、正確性、迅速性等
　　②　人物評定
　　　　 誠実・実直、信望、忍耐力、は気、ち密、向上心等

　【初任科生】
　　①　学術評価
　　　　 学科、術科各科目の成績
　　②　操行評価
　　　　 責任感、積極性、規律等

評 価 方 法

　【初任科生以外の警察官・警察職員】
　 　勤務実績評定、人物評定を総合して５段階による絶対評価

　【初任科生】
　　 学術評価、操行評価を総合して５段階による絶対評価

評価基準日
　年間評定　１２月３１日
　半期評定　６月１日、１２月１日

評 価 期 間
　年間評定　１月１日から１２月３１日まで
　半期評定　１２月２日から翌年６月１日まで、６月２日から１２月１日まで
　特別評定（初任科生）　初任教養期間中

評定結果の活用方法

　昇任、降任及び転任等の人事異動
　表彰、懲戒及び分限
　昇給及び勤勉手当
　指導教養及び監督
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３　職員の給与の状況

(1) 総括  

ア　人件費の状況（普通会計決算）

イ  職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は平成27年4月1日現在の人数である。

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、

　職員数には当該職員を含んでいない。

ウ　ラスパイレス指数の状況

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

　国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(1)適

　用職員の俸給月額を100として計算した指数。　

２　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与

　減額措置がないとした場合の値である。

千円

14,954 65,012,839 12,089,192 24,857,683 101,959,714 6,818
27年度

人 千円 千円 千円 千円

区分
職　員　数 給与費 一人当たり給与費

Ａ　 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　計　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

　　　　　　　　　　　％

994,317 550,609,543 3,656,694 142,411,117 25.9 26.6
27年度

人 千円 千円 　　　　　千円 ％

（参考）

（平成28年1月1日） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 平成26年度人件費率
区分

住民基本台帳人口 歳　出　額　 実質収支 人　件　費 人件費率

(H24.4)

100.4

(H24.4)

99.3

(H25.4)

100.3

(H25.4)

99.3
(H26.4)

100.2

(H26.4)

99.9

(H27.4)

99.2

(H27.4)

99.7

90

92

94

96

98

100

102

104

106

和歌山県 都道府県平均
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エ　給与改定の状況

（ア） 月例給

（イ） 特別給（期末勤勉手当）

（参考）

(2)　給与制度の総合的見直しの実施状況

①給料表の見直し

平成27年4月1日から、一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、
平均2％引き下げた。他の給料表についても、一般行政職との均衡を踏まえ見直しを
実施

経過措置として、平成30年3月31日までの3年間の経過措置（現給保障）を実施

②地域手当の見直し

平成27年4月1日から段階的に支給割合を引き上げることとしており、平成27年4月1日
時点及び給与改定後平成27年4月に遡及した支給割合は、次のとおり。

和歌山市 国

橋本市 和歌山県

国

和歌山県

③その他の見直し内容

平成27年4月1日から、管理職特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様
に見直しを実施

(3) 一般行政職給料表の状況（平成２８年４月１日現在）

526,300

457,200

最高号給の
給料月額

246,100 303,000 348,800 383,000 391,800 407,000 443,700 467,400

９級

１号給の
給料月額

140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000 361,300 406,900

(単位：円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

そ の 他 の
県 内 市 町 村

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0.4% 1.5%

3% 4% 5% 6%

3% 4% 4% 5%

（注）　「民間の支給割合」は、民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、
　　 「公務員の支給月数」は、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

平成26年度 平成27年度の支給割合 見直し後の
支給割合
（H28.4.1）支給割合 4月1日時点 遡及改定後

月

4.20 4.10 0.10 0.10 4.20 4.20

支給月数　B A - B （改定月数） 支給月数

27年度
月 月 月 月 月

（注）　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額を
　　　ラスパイレス比較した平均給与月額である。

区 分

人事委員会の勧告

年間支給月数　民 間 の 　 公務員の 較 差 勧　告 国の年間

支給割合　　A

％ ％

373,769 372,615 1,154 0.31 0.31 0.36

B A - B （改定率）

27年度
円 円 円 ％

区 分

人事委員会の勧告

給与改定率
（参考）

民間給与 公務員給与 較差 勧　告
国の改定率

A
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(4) 職員の平均給与月額、初任給等の状況

ア　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２８年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成28年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手　　　 

　　　　　当などの諸手当の額を合計したものである。

イ　職員の初任給の状況（平成２８年４月１日現在）

円

円

円 円

円 －

円 －

円 －

円 円

円 円

ウ　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２８年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円376,289
警　察　職

大 学 卒 273,714 365,746 384,570 401,773

高 校 卒 244,127 344,472 359,693

小・中学校教育職 大 学 卒 311,164 390,716 407,443 425,520

高等学校教育職 大 学 卒 311,158 391,306 418,006 435,650

365,941

技能労務職 高 校 卒 　　    － 　　    － 278,000 　　    －

一般行政職
大 学 卒 262,362 362,183 382,905 400,103

高 校 卒 226,955 307,794 351,837

166,700

区　　　分 経 験 年 数 10 年 経 験 年 数 20 年 経 験 年 数 25 年 経 験 年 数 30 年

小・中学校教育職 大 学 卒 204,700

警　察　職
大 学 卒 202,400 205,200

高 校 卒 169,900

144,600

技能労務職 高 校 卒 146,700

高等学校教育職 大 学 卒 204,700

一般行政職
大 学 卒 183,300 円

総合 181,200

一般 176,700

高 校 卒 149,000

警　　察　　職 37.7 311,289 427,749

区　　　分 和歌山県 国

高等（特別支援・専修・各種）学校教育職 44.1 375,375 429,207

小・中学校（幼稚園）教育職 43.7 362,406 408,466

うち 運転業務員 　　－ 　　－ 　　－

うち 守衛 　　－ 　　－ 　　－

技 能 労 務 職 55.6 331,016 361,205

うち 用務員 55.5 327,836 358,571

区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一 般 行 政 職 43.5 333,359 412,524
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(5) 級別職員数等の状況

ア　等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成２８年４月１日現在）

①行政職給料表

船長、機関長 4
専門技術員、調査員、検査員、専門員 19

計 1,132

学校事務長、事務長補佐 26
調査官 8
主任 625

1,132 24.8

課
長
補
佐
級

班長 121
土砂大害啓発センター所長、広川出張所長 2
精神保健福祉センター次長 1
就農支援センター次長

消費生活センター支所長 1
高等看護学院事務長代理 1
警察署課長 10

工業技術センター課長、産業技術専門学院課長 3
空港、港湾事務所課長 4
振興局課長 71

動物愛護センター課長 1
仙渓学園課長、その他福祉保健機関課長 10
公営競技事務所課長 1

文化情報センター長 1
教育センター課長・室長、その他教育文化機関課長 14

計 1,018

５級
１　本庁の課長補佐の職務
２　本庁の班長又は地方機関の課長の職務
３　主任の職務

1,132 24.8

課長補佐 159

2
助教 2
教務主任 1
人事主事、指導主事、社会教育主事 12

1
東京事務所課長 1
県税事務所課長 8
男女共同参画センター課長 1

人事主事、指導主事、社会教育主事 19

政策審議員 3
会計専門員、駐在員 7
入札契約統括員 6

農業大学校部長、准教授 4

係
長
級

主査 224

計 1,048

４級 困難な業務を行う係長又は主査の職務 1,018 22.3

係長

検査専門員 3
係長 17

1,259 27.6

55
主査 943
機関長

34.9
係
員
級

技師 62
航海士 1
体育指導員 12

計 413

政策推進員 3

３級
１　係長又は主査の職務
２　副主査の職務

1,048 23.0

副主査 708
主任 96

主任 8
職業指導員 2
司書 1

２級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事
又は技師の職務

373 8.2

主事 274
技師 76
体育指導員 12

（人） （％） 段階

１級 主事又は技師の職務 413 9.1

主事 338

1,593

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人）

計 373
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合　計 4,559

7
参事 5
技監 1

計 27

27 0.6
部
長
級

事務局長 4
危機管理監 1
知事室長 1
会計管理者９級

１　本庁の部長の職務
２　本庁（和歌山海区漁業調整委員会事務局
　を除く。）の事務局長の職務
３　困難な業務を行う振興局の長の職務
４　特に困難な業務を行う参事の職務

27 0.6

部長 7

1
振興局長

2
県議会事務局次長 1
教育企画監 1
参事 15

８級

１　本庁の部に置かれる局の長の職務
２　振興局の長又は和歌山県東京事務所の
　長の職務
３　困難な業務を行う参事の職務

43 0.9

局長 23
東京事務所長 1
県税事務所長

次
長
級

こころの医療センター事務局長 1
子ども・女性・障害者相談センター所長 1
県税事務所長 2
工業技術センター副所長 1
教育センター学びの丘所長

64 1.4

1
博物館副館長 2

計

高速・ダム管理事務所長 3
監察官 2
振興局部長 13

課
長
級

就農支援センター所長

計 43

消費生活センター所長 1
子ども相談支援センター所長 1
公営競技事務所長 1

484 10.6

104

室長 1
校長・学院長 3
旅券事務長 1

管理官 9

計 401

5

企画員 20
主幹 61
消防学校教頭 1

室長、分室長 17
振興局部長 12
児童相談所長、仙渓学園長 2

７級

１　参事の職務
２　困難な業務を行う本庁の課長の職務
３　困難な業務を行う地方機関の長の職務
４　困難な業務を行う振興局の部長の職務
５　困難な業務を行う企画員の職務

104 2.3

課長 40

紀南図書館長 1
監察官 1
次席 3

企画員 17
参事 13

1
児童相談所次長、その他福祉機関次長 4
公営競技事務所次長 1

学校事務長 20
図書館副館長、その他教育機関副館長 3
教育センター学びの丘副所長 2

高等看護学院副学院長 2
産業技術専門学院長 1
教育支援事務所長

６級

１　本庁の課長の職務
２　振興局の部長の職務
３　地方機関（振興局及び和歌山県東京事務
　所を除く。次項において同じ。）の長の職務
４　本庁の副課長又は振興局の副部長の職
　務
５　企画員又は主幹の職務

401 8.8

課長 48

1
空港管理事務所長・次長、その他土木関係機関所長・次長 13
文書館長・次長

総括専門員、専門員 7
副課長、副室長 109
振興局副部長 34

農業大学校副校長、教授 2
世界遺産センター事務長 1
総括監察査察員、総括検査員、総括調査員 18

2
環境衛生研究センター次長

職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
区分

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合　計 内　訳
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②研究職給料表

③医療職給料表（1）

合　計 42

3 7.1
次
長
級

院長 1
参事 1

計 3

４級
1　本庁の部に置かれる局の長の職務
2　病院の長の職務
3　参事の職務

3 7.1

局長 1

11 26.2
課
長
級

部長 2
保健所長 5
総括専門員 2
精神保健福祉センター所長

３級

1　病院の副院長若しくは部長又は保健所の長の
　職務
2　総括専門員の職務
3　和歌山県精神保健福祉センターの長の職務

11 26.2

副院長 1

1

計 11

1 0.4

工業技術センター所長

3 7.1
係
長
級

医長 2

計 3
２級

1　病院の医長又は保健所の課長の職務
2　主任の職務
3　困難な医療業務を行う医師の職務

3 7.1

医師 1

25 59.5
係
員
級計 25

１級 医師の職務 25 59.5

医師 25

内　訳 職制上の段階

４級
1　試験研究機関の長の職務
2　総括研究員の職務
3　困難な業務を行う試験研究機関の部長の職務

26 11.7

暖地園芸センター所長、その他研究所長 4

3
農業試験場副場長、その他試験場副場長

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

合　計 223

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計

1

1 0.4
部
長
級計 1

５級 困難な業務を行う試験研究機関の長の職務

3
暖地園芸センター副所長、その他研究所副所長 4
畜産試験場副場長 1
近代美術館課長、その他博物館等課長 5

4
環境衛生研究センター部長、その他センター部長 8

計 26

農業試験場部長、その他試験場部長 9

54 24.2

課
長
補
佐
級

工業技術センター課長 1
（総括）主任研究員 31
主任学芸員

26 11.7
課
長
級

農業試験場長、その他試験場長 5
工業技術センター副所長 1
科学捜査研究所副所長 1
総括研究員

３級

1　試験研究機関の部長の職務
2　主任研究員又は主任学芸員の職務
3　困難な業務を行う主査研究員又は主査学芸員
　の職務

111 49.8

主査研究員 44
主査学芸員 7
専門研究員 6

計 111

主査研究員 6

63 28.3
係
長
級

計 84

２級

1　主査研究員又は主査学芸員の職務
2　副主査研究員又は学芸員の職務
3　高度な知識経験に基づき試験研究を行う研究
　員の職務

84 37.7

研究員 26
学芸員 13
副主査研究員 39

79 35.4
係
員
級

計 1
１級

上級の研究員又は学芸員の指揮監督の下に補助
的な試験研究を行う研究員又は学芸員補の職務

1 0.4

研究員 1

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
区分

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合　計

14



④医療職給料表（2）

⑤医療職給料表（3）

1

計 4

６級

1　病院の部長の職務
2　困難な業務を行う病院の副部長の職務
3　和歌山県難病・子ども保健相談支援センター
　の長の職務

4 1.8

部長 1

課長 8
主任５級

1　病院の副部長の職務
2　困難な業務を行う看護師長の職務
3　保健所の課長の職務
4　主任、主任助産師、主任看護師又は主任専任
　教員の職務

37 16.3

副部長 1

13

合　計 227

4 1.8
課
長
級

副部長 2
教務主幹

55 24.2
係
長
級

主査専任教員 9
主査看護師 9
副看護師長

計 37

40 17.6

保健師 13
看護師

副主査准看護師 2

計 77

看護学校副学校長 1
教務主任 4
主任専任教員 1

37 16.3

課
長
補
佐
級

看護師長 7
科長 2

４級

1　看護師長の職務
2　副看護師長の職務
3　主査、主査助産師、主査看護師又は主査専任
　教員の職務
4　困難な業務を行う副主査等の職務

69 30.4

副主査看護師 14

３級
1　副主査、副主査助産師、副主査看護師又は副
　主査専任教員（以下「副主査等」という。）の職務
2　困難な業務を行う副主査准看護師の職務

77 33.9

副主査 6
副主査看護師 12
副主査専任教員 57

16

計 69

主査 21

（％） 段階

１級 准看護師の職務 0 0.0

131 57.7

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人）

16
専任教員 6
副主査准看護師 5

計 40
係
員
級

計 0

２級

1　保健師又は助産師の職務
2　看護師の職務
3　福祉技師の職務
4　専任教員の職務
5　副主査准看護師の職務

3

計 3

合　計 109

3 2.8
課
長
級

計 0

７級
1　家畜保健衛生所の長の職務
2　和歌山県動物愛護センターの長の職務

3 2.8
所長

６級 総括専門員の職務 0 0.0

計 26

3
次長 2

23 21.1

課
長
補
佐
級

課長 11
家畜保健衛生所支所長 1

37 33.9
係
長
級

計 34

２級

1　技師の職務
2　医療技師（薬剤師又は獣医師をいう。）の職務
3　困難な業務を行う医療技師（診療放射線技師
　等をいう。）又は福祉技師の職務
4　高度の技術又は経験を必要とする医療技師
　（歯科衛生士等をいう。）の職務

19 17.4

技師

５級

1　保健所又は和歌山県動物愛護センターの課長
　の職務
2　家畜保健衛生所の次長又は課長の職務
3　薬局長又は技師長の職務
4　主任の職務
5　困難な業務を行う主査の職務

26 23.9

主査

計 22

４級
1　主査の職務
2　困難な業務を行う副主査の職務

34 31.2
主査 34

計 19

３級 副主査の職務 22 20.2
副主査 22

薬局長 1
主任 8

46 42.2
係
員
級

栄養士 3

１級

1　医療技師（診療放射線技師、栄養士、診療エ
　ックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、
　臨床工学技士、理学療法士又は作業療法士
　（以下「診療放射線技師等」という。）をいう。）
　の職務
2　医療技師（歯科衛生士、歯科技工士、あん摩
　マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（以下
　「歯科衛生士等」という。）をいう。）の職務
3　福祉技師の職務

5 4.6

医療技師 2

3
医療技師 15
栄養士 1

計 5

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
区分

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合　計

15



⑥高等学校等教育職員給料表

⑦中学校教育職員給料表

⑧小学校、中学校等教育職員給料表（市町村立学校職員）

⑨高等学校等教育職員給料表（市町村立学校職員）

0 0
課
長
級計 0

合　計 16

４級 高等学校の校長の職務 0 0.0

1
1 6.3

課　補
 　　佐
長　級計 1

14

計 14

３級 高等学校の教頭の職務 1 6.3
教頭

15 93.8
係
長
級

計 1

２級
1　高等学校の教諭の職務
2　困難な業務を行う高等学校の助教諭又は講師
　の職務

14 87.5

教諭

１級 高等学校の助教諭又は講師の職務 1 6.3
講師 1

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

合　計 5,899

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計

353
353 6.0

課
長
級計 353

２級

1　小学校又は中学校の教諭、養護教諭又は栄
　養教諭の職務
2　困難な業務を行う小学校又は中学校の助教
　諭等の職務

4,415 74.8

教諭

353 6.0
課　補
 　　佐
長　級計 353

４級 小学校又は中学校の校長の職務 353 6.0
校長

計 4,415

３級 小学校又は中学校の教頭の職務 353 6.0
教頭 353

（％） 段階

１級
小学校又は中学校の助教諭、養護助教諭又は講
師（以下「助教諭等」という。）の職務

778 13.2

講師 700

5,193 88.0

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人）

4,091
養護教諭 289
栄養教諭 33
講師 2

係
員
級

養護助教諭 78
計 778

0 0
課
長
級計 0

合　計 54

４級 中学校の校長の職務 0 0.0

5
5 9.3

課　補
 　　佐
長　級計 5

43
養護教諭 5

計 48

３級 中学校の教頭の職務 5 9.3
教頭

49 90.7
係
員
級

計 1

２級
1　中学校の教諭又は養護教諭の職務
2　困難な業務を行う中学校の助教諭、養護助教
　諭又は講師の職務

48 88.9

教諭

１級 中学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務 1 1.9
講師 1

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

合　計 2,935

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計

44
44 1.5

課
長
級計 44

75 2.6
課　補
 　　佐
長　級計 75

４級
1　高等学校の校長の職務
2　特別支援学校の校長の職務

44 1.5
校長

計 2,439

３級
1　高等学校の教頭の職務
2　特別支援学校の教頭の職務

75 2.6
教頭 75

95.9
係
員
級

寄宿舎指導員 23
実習助手 18
講師 2

２級

1　高等学校の教諭又は養護教諭の職務
2　特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教
　諭の職務
3　困難な業務を行う高等学校の助教諭、養護助
　教諭、講師又は実習助手の職務
4　困難な業務を行う特別支援学校の助教諭、養
　護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員
　の職務

2,439 83.1

教諭 2,334
養護教諭 61
栄養教諭 1

2,816

養護助教諭 6
寄宿舎指導員 36
実習助手 90

計

１級

1　高等学校の助教諭、養護助教諭、講師又は実
　習助手の職務
2　特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講師、
　実習助手又は寄宿舎指導員の職務

377 12.8

講師 245

377

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
区分

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合　計

16



⑩学校栄養職員給料表（市町村立学校職員）

⑪警察官給料表

（注）１　和歌山県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

２　任期付職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員、再任用職員及び臨時的任用職員も本表に

　含む。

署長 7
理事官 15

96 4.4
警
視

刑事官 2
次席、次長、副隊長 13
室長 11
副署長

校長 1

計 15

合　計 2,200

計 22

９級

1　警察本部の部長の職務
2　警察学校の長の職務
3　参事官又は首席監察官の職務
4　大規模な警察署の署長の職務

15 0.7

署長 6
参事官、首席監察官 8

８級

1　理事官の職務
2　困難な業務を行う警察本部の課長の職務
3　困難な業務を行う警察署（大規模な警察署
　を除く。）の署長の職務

22 1.0

７級

1　警察本部の課長、隊長又は監察官の職務
2　警察署（大規模な警察署を除く。）の署長の
　職務
3　警察署の副署長の職務
4  困難な業務を行う管理官の職務
5　困難な業務を行う次席、次長又は副隊長の
　職務

59 2.7

管理官 11

9
監察官

5
調査官 62
刑事官 1
次席、次長、副隊長 5

9
隊長 3
課長 1

計 59

16

計 328

６級

1　管理官の職務
2　次席、次長又は副隊長の職務
3　困難な業務を行う調査官の職務
4  困難な業務を行う課長補佐又は警察署の
　課長の職務

80 3.6

課長補佐 7
警察署課長

182 8.3
警
部

警察署課長 40
調査官 8
校長補佐 1
課長代理

５級
1　調査官の職務
2　課長補佐又は警察署の課長の職務
3　困難な業務を行う係長の職務

328 14.9

係長 224
教官 2
課長補佐 37

計 80

337

２級 困難な業務を行う係員の職務 347 15.8

係員 342
主任

280

514 23.4
警
部
補

教官 8

計 550

293

計 462

４級
1　係長の職務
2　困難な業務を行う主任の職務

550 25.0

主任 262
係長

（％） 段階

１級 係員の職務 337 15.3
係員 337

1,408 64.0

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人）

5

計 347

３級
1　主任の職務
2　特に困難な業務を行う係員の職務

462 21.0

係員 169
主任

巡査
・

巡査
長
・

巡査
部長

計

２級 困難な業務を行う栄養士の職務 3 6.5
栄養士 3

計

8

計 8

合　計 46

18 39.1
係
長
級

計 10

５級 困難な業務を行う主査栄養士の職務 8 17.4
主査栄養士

４級
1　主査栄養士の職務
2　困難な業務を行う副主査栄養士の職務

10 21.7
主査栄養士 10

（％） 段階

１級 栄養士の職務 16 34.8
栄養士 16

28 60.9

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人）

3

３級 副主査栄養士の職務 9 19.6
副主査栄養士 9

計 9

係
員
級

計 16

17



⑫現業職給料表

（注）１　現業職員の給与に関する規則に基づく給料表の級区分による職員数である。

２　再任用職員も本表に含む。

【参考】一般行政職の級別職員構成比の状況

（注）　地方公務員給与実態調査における一般行政職に区分される職員（再任用職員は除く。）

　　　について記載している。

合　計 71

校務員 14
作業員 1

計 25

計 7

５級
極めて高度の技能又は経験を必要とする業務を
行う事務助手等の職務

25 35.2

事務助手 3
用務員 7

１　高度の技能又は経験を必要とする業務を行う
　事務助手等の職務
２　技師補の職務

37 52.1

用務員

係
員
級

計 1

２級
相当の技能又は経験を必要とする業務を行う事務
助手等の職務

1 1.4

校務員

計 37

４級
特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う
事務助手等の職務

7 9.9

校務員 6
作業員 1

3
校務員 9
技師補 24
運転業務員 1

（％） 段階

１級
事務助手、用務員、校務員又は作業員（以下「事
務助手等」という。）の職務

1 1.4

事務助手 1

71 100.0

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人）

1

計 1

３級

18



イ　昇給への勤務成績の反映状況

1 勤務成績の評定の実施状況

　平成１８年４月から全職員を対象とした業績・行動に基づく勤務実績評価(平成19年度から人事評価)

を実施しています。

2 昇給への勤務成績の反映状況

　全職員について、業績と行動の両要素を総合的に点数による絶対評価を実施し、５段階（Ａ～Ｅ)に格

付けし、実施しその評価結果（評語）に基づき、昇給区分（０～７号給）を決定しています。

　平成２８年４月１日の昇給の実績については次のとおりです。

　　（知事部局の行政職給料表適用者）

ア 特定職員

イ 特定職員以外の職員

※　　特定職員とは、行政職給料表７級以上の適用を受ける者をいいます。

※　　全ての期間を勤務していない者（病気休暇の取得、昇給判定期間の最初の日以後に採用された者等）、
　 懲戒処分又は分限処分を受けた者で昇給区分が調整された者を除いています。

※　 人員分布率については、最高号給に到達した者を除いた割合です。

(6) 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円

（平成２７年度支給割合）

　　　  期末手当　　　　　　勤勉手当 　　  　     期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況）

（注） １　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。
　　　 ２　和歌山県の特定幹部職員（部・次長級）の支給割合については、期末手当2.2月分、勤勉手当2.0月分で

 ある。

(1.45) (0.75) (1.45) (0.75)

（加算措置の状況）

 職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　   5～20％
　・管理職加算　10～20％

 職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　　 5～20％
　・管理職加算　10～25％

1,616

（平成２７年度支給割合）

2.6 1.6 2.6 1.6

18.3% 81.4% 0.3%

和　歌　山　県 国

１人当たり平均支給額（平成27年度） －

人員分布率 28.7% 71.2% 0.1%

５５歳以上
昇給号数 １号給以上 昇給なし 昇給なし

人員分布率

昇給区分 上位（Ａ・Ｂ） 標準（Ｃ） 下位（Ｄ・Ｅ）

５５歳未満
昇給号数 ５号給以上 ４号給 ２号給、昇給なし

５５歳以上
昇給号数 １号給以上 昇給なし 昇給なし

人員分布率 29.6% 70.4% 0.0%

５５歳未満
昇給号数 ５号給以上 ３号給 ２号給、昇給なし

人員分布率 66.7% 33.3% 0.0%

昇給区分 上位（Ａ・Ｂ） 標準（Ｃ） 下位（Ｄ・Ｅ）
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【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

1 勤務成績の評定の実施状況

 平成17年6月勤勉手当分から、全職員を対象に評定期間(6月勤勉：12月2日～6月1日､

12月勤勉：6月2日～12月1日）の勤務実績に基づき所属長からの内申により勤務成績

を評定しています。

2 勤勉手当への勤務成績の反映状況

　全職員について、評定期間の勤務実績に基づき、所属長からの内申により成績率

（特に優秀、優秀、良好（標準）、特に不良）を判定しています。

 平成２７年１２月支給の勤勉手当の実績は次のとおりです。

　　（知事部局の行政職給料表適用者）

ア 特定幹部職員（次長級以上の職員）

イ 特定幹部職員以外の職員

イ　退職手当（平成２８年４月１日現在）

（支給率）　　　 　　自己都合　　　　　　応募認定・定年 （支給率）　　　 　　自己都合　　　　　　応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(　2%～　45%) (　2%～　45%)

退職手当の調整額 退職手当の調整額

（退職時特別昇給　　　　なし　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　なし　　　　　　　）

千円 千円 千円 千円

（注）１　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えて得

　　　　た額である。

　　　２　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

１人当たり平均支給額　 323 22,206 １人当たり平均支給額　

49.590 49.590 49.590 49.590

在職した職務の級に応じた
定額
(0円～65,000円)の60月分

在職した職務の級に応じた
定額
(0円～95,400円)の60月分

29.145 34.5825

41.325 49.590 41.325 49.590

和　歌　山　県 国

退
職
手
当
の
基
本
額

退
職
手
当
の
基
本
額

20.445 25.55625 20.445 25.55625

29.145 34.5825

成績率
 112/100
    ～ 97/100

82/100 68/100

人員分布率 34.4% 65.5% 0.1%

人員分布率 22.5% 77.5% 0.0%

上位 標準 下位

上位 標準 下位

成績率
 132/100
　 ～ 117/100

102/100 88/100
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ウ　地域手当（平成２８年４月１日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ ％

（注）１　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し

　 国の率で支給したと仮定した場合の加重平均の支給率である。  

２　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域に

　 おける国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当

　 の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

（補正前のラスパイレス指数×（１×当該団体の地域手当支給率）／

（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

エ　特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

消防訓練指導手当
消防学校に勤務する
職員

救急実技訓練、火災
防御訓練、救助訓練
等の指導

147 千円 日額850円

月額20,000円以内
（支給対象業務の従事日数
により支給）

税外収入徴収手当
税外収入の事務に従
事する職員

出張して、税外収入
の滞納者と直接接し
て行う徴収

59 千円 日額360円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(平成27年度決算)
左記職員に対する支給単価

税務手当
総務部総務管理局税
務課又は県税事務所
に勤務する職員

出張して県税の納
入・納税義務者と直
接接して行う課税調
査、徴収

3,005 千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２７年度） 52.7 　％

手当の種類（手当数） 44

支給実績（平成２７年度決算） 823,491 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 94,861 　円

平　均　支　給　率 3.3 3.0

地域手当補正後ラスパイレス指数（平成27年4月1日） 99.2

（ラスパイレス指数） （99.2）

上記以外の和歌山県内市町村 1.5 7,582 0

医師 16 33 16

和歌山県橋本市 5 814 6

鳥取県鳥取市 0 1 0

兵庫県神戸市 12 1 12

和歌山県和歌山市 5 6,559 6

大阪府吹田市 12 1 12

大阪府東大阪市 10 1 10

京都府京都市 10 2 10

大阪府大阪市 16 7 16

神奈川県横浜市 16 1 16

神奈川県川崎市 16 2 16

東京都特別区 20 41 20

東京都府中市 15 1 15

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

岩手県盛岡市 0 1 0

支給実績（平成２７年度決算） 1,634,974 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 192,622   円
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計画的避難区域
屋外　日額  5,000円
屋内　日額  1,000円

原子炉建屋内
         　日額 40,000円
免震重要棟外での現場確認
         　日額 20,000円
免震重要棟外での巡回
         　日額 13,300円
免震重要棟内
         　日額　3,300円

警戒区域
屋外　日額  6,600円
屋内　日額  1,330円

帰還困難区域
屋外　日額  6,600円
屋内　日額  1,330円

居住制限区域
屋外　日額  3,300円
屋内　日額  　660円

災害応急作業等手
当

振興局建設部に勤務
する職員

重大な災害が発生し
た現場において行う
巡回監視、応急作
業、応急作業のため
の災害状況の調査等

22 千円 日額800円

東日本大震災に対処
するための作業に従
事した職員

東京電力株式会社福
島第一原子力発電所
の敷地内において行
う作業

8 千円

と畜検査手当
保健所に勤務する獣
医師

と畜場法に基づくと
畜検査

105 千円 日額500円

し尿処理施設等検
査手当

環境生活部環境政策
局循環型社会推進
課、環境管理課、保
健所又は環境衛生研
究センターに勤務す
る職員

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律又は
水質汚濁防止法に基
づく供用開始後のし
尿処理施設又は浄化
槽の立入検査

11 千円 日額300円

病院看護業務等手
当

こころの医療セン
ターに勤務する看護
師、准看護師

正規の勤務時間によ
る勤務の一部又は全
部が深夜（午後10時
から翌日の午前5時ま
での間）において行
われる看護等

29,456 千円

深夜における勤務時間
　深夜全部　　　 6,800円
　４時間以上　　 3,300円
    　　　　　  (3,800円)
　２～４時間未満 2,900円
  　　　　　　　(3,400円)
　２時間未満　　 2,000円
　　　　　　　　(2,400円)
※(　)内は月8回を超える勤
務に係る額

精神保健業務手当

福祉保健部福祉保健
政策局障害福祉課、
薬務課、精神保健福
祉センター又は保健
所に勤務する職員

精神保健及び精神障
害者福祉に関する法
律、麻薬及び向精神
薬取締法に基づく調
査（患者に直接接す
る場合に限る。）、
診察の立会い、入院
措置のための移送

199 千円 日額600円

放射線取扱手当
エックス線装置等の
取扱いに従事する職
員

有害放射線の影響を
受ける作業

196 千円 日額340円

月額12,800円以内
（支給対象業務の従事日数
により支給）

防疫業務等手当
こころの医療セン
ター又は保健所に勤
務する職員

感染症の患者の移
送、医療又は感染症
の防疫作業等

239 千円 日額330円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(平成27年度決算)
左記職員に対する支給単価

社会福祉業務手当

紀南児童相談所、子
ども・女性・障害者
相談センター又は振
興局健康福祉部に勤
務する職員

生活保護法、児童福
祉法、母子及び父子
並びに寡婦福祉法、
身体障害者福祉法、
知的障害者福祉法又
は売春防止法に定め
る保護その他の措置
を必要とする者と面
接して行う生活指導
等

10,648 千円
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教育業務連絡指導
手当

小学校、中学校又は
県立学校に勤務する
教諭のうち主任等に
係る職務に従事した
者

教務主任、学年主
任、生活指導主任、
進路指導主任、特別
支援学級主任等の担
当業務

53,934 千円 日額200円

分校主任手当

小学校又は中学校教
育職員のうち分校主
任又はこれに相当す
る職にある者

分校主任等の担当業
務

424 千円 日額300円

複式手当
小学校又は中学校教
育職員

異なる２の学年を１
学級として行う授業

7,510 千円

日額290円

準単級手当 小学校教育職員
異なる３以上の学年
を１学級として行う
授業

日額350円

定時制課程等事務
手当

定時制又は通信制の
高等学校に勤務する
事務職員

午後５時以降におい
て、２時間以上勤務
する定時制・通信制
課程の事務業務

210 千円 日額120円

麻薬取締手当

麻薬及び向精神薬取
締法第54条第2項に規
定する麻薬取締員を
命じられた職員

麻薬及び向精神薬取
締法第54条第5項に規
定する職務

10 千円 日額700円

道路上作業手当
振興局建設部に勤務
する職員

交通を遮断すること
なく行う道路の維持
補修等

1,563 千円 日額500円

動物保護手当
保健所に勤務する予
防技術員

狂犬病予防法に基づ
く捕獲等

186 千円 日額600円

有害物取扱手当

環境衛生研究セン
ター又は工業技術セ
ンターに勤務する職
員

毒物及び劇物取締法
に規定する毒物及び
劇物を使用して健康
を害するおそれがあ
ると認められる程度
の試験、研究又は検
査

1,096 千円 日額300円

用地交渉手当
振興局建設部に勤務
する職員

現地における公共用
地の取得の交渉等

5,123 千円 日額1,000円

種雄牛馬等取扱手
当

畜産試験場に勤務す
る職員

種雄牛馬の精液の採
取又は雌牛馬の受精
卵採取、移植若しく
は直腸検査

18 千円 日額300円

漁業取締手当
農林水産部水産局資
源管理課に勤務する
職員

漁業取締船に乗り組
んで行う違反漁業の
取締

1,306 千円 日額620円

火薬類等災害調査
手当

総務部危機管理局危
機管理・消防課又は
振興局地域振興部に
勤務する職員

火薬類取締法、高圧
ガス保安法に基づく
火薬類又は高圧ガス
の製造施設等の災害
調査

0 千円 日額750円

日額500円

自然博物館に勤務す
る職員

潜水器具を着用し
て、海底調査等の潜
水作業を行う業務

12 千円 １時間400円

特別環境作業従事
手当

振興局地域振興部又
は建設部に勤務する
職員

命綱等の使用が必要
とされる墜落の危険
が著しい高低差10
メートル以上かつ傾
斜40度以上の急傾斜
地で行う治山事業の
現場における測量、
調査、監督等

643 千円 日額300円

振興局建設部に勤務
する職員

交通を遮断すること
なく行う道路の維持
補修等

5,265 千円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(平成27年度決算)
左記職員に対する支給単価
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留置管理手当
留置業務に従事する
警察職員

留置人の看守業務又
は被疑者等の護送業
務

9,242 千円 日額 320円

死体取扱手当
死体を取り扱う業務
に従事する警察職員

死体の検視・検証及
び解剖の補助の業務

20,647 千円

(1)検視・検証
            １体 1,600円
(2)検視・検証(損傷著しい
  死体)     １体 3,200円
(3)検視・検証 (検視官・刑
  事調査官)
            １体 3,200円
(4)解剖補助
            １体 3,200円

鑑識業務手当
犯罪鑑識の業務に従
事する警察職員

指紋、手口若しくは
写真又は理化学、法
医学若しくは銃器弾
薬類の知識を利用し
て行う犯罪鑑識の業
務

2,701 千円
日額280円（現場以外）
日額560円（現場）

警ら手当
駐在所、交番等に勤
務する警察職員

犯罪予防のための警
らの業務

33,637 千円 日額340円

交通警察業務手当
交通部門の業務に従
事する警察職員

交通事故捜査、交通
指導取締等の業務

19,672 千円

(1)交通事故捜査・検問
     日額   560円（昼間）
     日額   840円（夜間）
     日額   840円（昼間・
       高速上）
     日額 1,260円（夜間・
       高速上）
(2)交通取締用自動二輪
     日額    560円（白バ
       イ）
(3)上記以外
     日額    310円
     日額    460円（高速
       上）

警ら用自動車乗務
手当

地域部門の業務に従
事する警察職員

警ら用無線自動車を
運転して行う犯罪の
予防、捜査その他取
締警戒等の業務

15,051 千円 日額 420円

私服作業手当
生活安全、刑事及び
警備部門の業務に従
事する警察職員

犯罪の予防若しくは
捜査又は被疑者の逮
捕等の業務

59,211 千円
日額  560円（国内）
日額1,100円（国外）

教員特殊業務手当 教育職員

①非常災害時等の緊
急業務
②児童生徒引率指導
業務

468,018 千円

①(ｱ）児童生徒の保護又は
    緊急の防災復旧業務
　　　 　　 日額8,000円
　(ｲ）児童生徒の負傷疾病
    に伴う救急業務及び緊
    急補導　日額7,500円
②(ｱ) 修学旅行、公式試合
    等で泊を伴うもの
　　     　 日額4,250円
　(ｲ) 部活動で休日等に行
    うもの  日額3,000円

時間2,780円

舎監手当
寄宿舎の舎監を兼ね
る県立学校教育職員

正規の勤務時間以外
における学生寮での
寮生への生活指導等
(２時間以上)

626 千円 日額1,100円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(平成27年度決算)
左記職員に対する支給単価

兼務手当 高等学校教育職員

本務以外に定時制や
他校の高等学校の通
常課程、通信教育等
を担当（兼務）する
業務

2,351 千円
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警護等手当
警備部門の業務に従
事する警察職員

天皇若しくは皇族の
身辺警衛又は内閣総
理大臣等の身辺警護
の業務

431 千円

(1)天皇、皇后、皇太子、皇
 太子妃文仁親王、悠仁親王
 の身辺警衛
         　日額 1,150円
(2)上記以外の皇族、内閣総
 理大臣等の身辺警護
　   　　  日額   640円

(1)航空機の操縦
       １時間　5,100円
(2)搭乗して行う警察活動
       １時間  1,900円
(3)搭乗して行う整備業務
       １時間  2,200円
(4)捜索・救難救助のための
  降下  日額加算 870円

災害応急手当

重大な災害が発生し
た箇所又はその周辺
において行う災害警
備、遭難救助、鑑識
活動等の作業に従事
する警察職員

異常な自然現象又は
大規模な火事等の事
故により重大な災害
が発生した箇所又は
周辺で行う災害警
備、遭難救助、鑑識
活動等の業務

0 千円
日額840円
（警戒区域等危険地域840円
加算）

航空手当

航空機に搭乗して行
う捜索、救難救助、
救急の業務等に従事
した職員

①搭乗して行う捜
索、救難救助又は救
急の業務
②搭乗して行う災害
発生状況等の調査又
は消防若しくは防災
の業務
③上記の訓練

1,670 千円

1時間1,900円
　  ただし、1月の総額は、
　1時間当たりの額に80を
　乗じて得た額が限度(捜
　索・救難救助のための降
　下した日については1日
　につき870円加算)

警察航空隊の業務に
従事する警察職員

航空機の操縦及び航
空機に搭乗して行う
整備、捜索等の業務

3,646 千円

潜水手当
潜水の業務に従事す
る警察職員

潜水器具を着用して
行う証拠品若しくは
遺体の捜索又は人命
救助等のための潜水
業務

20 千円 １時間400円

緊急呼出手当

生活安全、刑事、警
備及び交通部門の業
務に従事する警察職
員

突発的に発生した事
件事故の処理作業の
ため、正規の勤務時
間以外の時間に呼出
を受け夜間（午後9時
から翌日の午前5時ま
での間）において行
う業務

1,494 千円 １回1,240円

救難救助手当
救難救助の業務に従
事する警察職員

断がい、激流等の著
しく危険な場所での
救難救助の業務

6 千円 １回470円

(1)深夜の全部を含む勤務
　　　　   　１回 1,100円
(2)深夜の一部を含む勤務
　　　　　　 １回   730円
(3)深夜の一部を含む勤務
   (2時間未満)
　　　　　　 １回   410円

爆発物処理等手当
爆発物等の処理に従
事する警察職員

爆発物又はその疑い
のある物件の処理、
火薬類の製造施設等
の災害調査の業務

62 千円

(1)爆発物、特殊危険物質等
  処理    　1件　5,200円
(2)特殊危険物質による被害
  の危険がある区域での作
  業        日額 　250円
(3)火薬類の製造施設の災害
  調査　 　 日額　 750円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(平成27年度決算)
左記職員に対する支給単価

夜間特殊業務手当
交替制勤務に服する
警察職員

正規の勤務時間によ
る勤務の一部又は全
部が深夜(22時から5
時まで)において行わ
れる業務

56,979 千円
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オ　時間外勤務手当

（注）　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成27年度決算）」と同じ年度の

４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外手当の支給対象とならない職員を除く。）

であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（平成２８年４月１日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円通勤手当

通勤距離が片道 2㌔以上で、交
通機関を利用し、又は交通用具
を使用してて通勤している職員
1 交通機関　　限度額55,000円
2 交通用具
（1）二輪　  2,000～31,600円
（2）四輪    2,000～44,300円

異なる
2(2)四輪
2,000 ～
31,600円

1,071,024 132,644

初任給調整手
当

医学等に関する専門知識を必要
とし、かつ採用による欠員の補
充が困難な職に採用された職員
に採用から35年以内の期間支給
(採用から１年経過するごとに
額を減じて支給）
　医師・歯科医師
    最高支給月額　413,300円

異なる

21年以上
につい
て、国と
異なる支
給額を適
用

105,068 3,752,411

住居手当
住居を借り受け月額12,000円を
超える家賃を支払っている職員
   (借家）　　 最高27,000円

同じ 837,818 322,983

扶養手当

1　配偶者　　      13,000円
2　配偶者以外の扶養親族
　　　　　　      　6,500円
　 (そのうち１人については、
  配偶者がいない場合
                  11,000円）
3　満16歳から満22歳までの子
   　　         5,000円加算

同じ 1,735,480 242,758

内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（平成２７年度決算）

支給職員１人当たり
手　当　名 平均支給年額

（平成２７年度決算）

支給実績（平成２６年度決算） 2,486,673 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） 368 千円

(1)銃器使用犯罪現場での犯
　人逮捕   日額 1,640円
(2)銃器使用犯人逮捕
　　　　   日額 1,100円
(3)銃器所持犯人逮捕
　　　　   日額 1,100円
(4)(1)の業務に付随する直
　近警戒　 日額 1,100円
(5)(2)の業務に付随する直
　近警戒     日額 820円
(6)暴力団事務所等の直近警
　戒　　     日額 820円
(7)保護対策としての固定警
　戒等　　　 日額 820円

支給実績（平成２７年度決算） 2,582,557 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 385 千円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(平成27年度決算)
左記職員に対する支給単価

銃器犯罪捜査手当
刑事部門の業務に従
事する警察職員

防弾装備を着装し、
武器を携帯して行う
銃器犯罪捜査等の業
務

0 千円
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円管理職手当

管理又は監督の地位にある職員
に職務の級及び支給区分に応じ
て定額を支給
（55,000～75,700円）

同じ 1,110,312 716,330

休日勤務手当

祝日法による休日等において正
規の勤務時間中に勤務した職員
に支給
１時間当たりの給与額×1.35×
時間数（年末年始は、１時間当
たりの給与額×1.5×時間数)

異なる
年末年始
の支給割
合

543,477 172,477

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時
から翌日の午前５時までの間に
勤務した職員に支給
１時間当たりの給与額×0.25×
時間数

同じ 178,012 79,293

管理職員特別
勤務手当

管理職手当支給対象職員が臨時
又は緊急の必要等により週休日
等に勤務した場合に支給
　６時間以下 6,000～12,000円
　６時間超   9,000～18,000円

同じ 4,223 31,992

宿日直手当

宿日直勤務を命ぜられた職員が
勤務した場合に支給
　一般の宿日直      4,200円
　機器等の監視、管理等
  のための当直      5,100円
　福祉施設等の生活介助
  等のための当直    5,900円
　医師当直　 　　　20,000円
　年末年始期間は、100分の150
を乗じて得た額

異なる
年末年始
期間の支
給額

352,747 207,743

へき地手当

へき地学校に勤務する教職員に
給料及び扶養手当の月額の合計
額に級別に応じた支給割合を乗
じて得た額
　 ３級地　８％
 　２級地　６％
 　１級地　４％
 　準ずる学校　２％

67,903 197,393

特地勤務手当

交通至難な地その他生活の不便
な地域に在勤する職員に対して
支給
　１級地　4,000円/月
　２級地　7,000円/月
　３級地 10,000円/月

異なる

給料及び
扶養手当
の合計額
に一定割
合を乗じ
て得た額
を支給
１級地
　　４％
２級地
　　８％
３級地
　　12％

3,106 46,365

単身赴任手当

公署を異にする異動等に伴い転
居し、やむを得ない事情により
配偶者と別居し単身で生活する
ことを常況とする職員（異動前
の住居から異動直後の公署に通
勤することが困難であるこ
と。）
30,000円＋加算額（8,000～
70,000円、職員の住居と配偶者
の住居との交通距離が100㌔以
上の場合に加算）

同じ 94,034 354,845

内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（平成２７年度決算）

支給職員１人当たり
手　当　名 平均支給年額

（平成２７年度決算）
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

(7) 特別職の報酬等の状況（平成２８年４月１日現在）
区　　分

円 （ ）円

円 （ ）円

円

円

円

円

月分

月分

　　（算定方式） 　（１期の手当額）

＝

＝

＝

１　厳しい財政状況を踏まえ、28年度、知事及び副知事は給料を6％、期末手当を6％減額しています。

　　また、給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期 （４年＝48月）

　勤めた場合における退職手当の見込額である。                                   

３　上記の他、知事、副知事及び教育長については、地域手当（5％）及び通勤手当が支給されます

　（公用車通勤の場合を除く）。

1,957,500 （任期満了後）

(注)

（支給時期）

知　　事 121万円×在職月数×0.59 34,267,200 （任期ごと）

副 知 事  95万円×在職月数×0.42 19,152,000 （任期ごと）

副 議 長 3.15

議　　員

退
職
手
当

教 育 長  75万円×退職理由別・勤続年数別支給率

期
末
手
当

知　　事 　　（27年度支給割合）

副 知 事 3.15

教 育 長

議　　長 　　（27年度支給割合）

報

酬

議　　長 950,000

副 議 長 810,000

議　　員 770,000

給　　　　　　　　料　　　　　　　　月　　　　　　　　額　　　　　　　　等

給

料

知　　事 1,137,400 1,210,000

副 知 事 893,000 950,000

教 育 長 750,000

特定任期付職
員業績手当

特定任期付職員のうち、特に顕
著な業績を挙げたと認められる
職員に対し支給
　給料月額に相当する額

同じ 0 0

農林漁業普及
指導手当

普及指導員が現地において直接
農林漁業者に技術及び普及指導
を行ったときに支給
　日額800円
（給料月額の８％の範囲内）

3,394 65,262

産業教育手当

農業又は工業に関する科目の授
業及び実習を担当する教員に給
料の５％（定時制通信教育手当
受給者は３％）を支給

42,464 232,046

定時制通信教
育手当

定時制・通信教育に従事する校
長及び教員に給料の５％（管理
職手当受給者は４％）を支給

43,194 242,664

義務教育等教
員特別手当

小中学校、県立学校に勤務する
教育職員に級号給に応じて
3,900～15,900円を支給

554,785 69,828

寒冷地手当

寒冷地に在職する職員に支給
(11月～翌年3月)
１　世帯主である職員
　  扶養親族あり　17,800円
　　扶養親族なし　10,200円
２　その他の職員　 7,360円

同じ 1,899 60,058

内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（平成２７年度決算）

支給職員１人当たり
手　当　名 平均支給年額

（平成２７年度決算）
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(8) 公営企業職員の状況

ア　工業用水道事業

(ア)　職員給与費の状況

ａ　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は平成27年4月1日現在の人数である。

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、

　職員数には当該職員を含んでいない。

(イ)　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２８年４月１日現在）

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

（ウ） 級別職員数等の状況

　等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成２８年４月１日現在）

行政職給料表

８級

１　本庁の部に置かれる局の長の職務
２　振興局の長又は和歌山県東京事務所の
　長の職務
３　困難な業務を行う参事の職務

0 0.0

0 0.0
次
長
級

計 0

計 0

７級

１　参事の職務
２　困難な業務を行う本庁の課長の職務
３　困難な業務を行う地方機関の長の職務
４　困難な業務を行う振興局の部長の職務
５　困難な業務を行う企画員の職務

0 0.0

4 19.0
課
長
級

工業用水道管理センター所長 1
副課長 1
工業用水道管理センター次長 1６級

１　本庁の課長の職務
２　振興局の部長の職務
３　地方機関（振興局及び和歌山県東京事務
　所を除く。次項において同じ。）の長の職務
４　本庁の副課長又は振興局の副部長の職務
５　企画員又は主幹の職務

4 19.0

課長 1

計 4

7 33.3
課 補
 　 佐
長 級

工業用水道管理センター課長 2
主任 4

計 7

2

計 2

５級
１　本庁の課長補佐の職務
２　本庁の班長又は地方機関の課長の職務
３　主任の職務

7 33.3

課長補佐 1

4 19.0
係
長
級

計 6

４級 困難な業務を行う係長又は主査の職務 2 9.5
主査

３級
１　係長又は主査の職務
２　副主査の職務

6 28.6

副主査 4
主査 2

２級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主事又は技師の職務

0 0.0
計 0

6 28.6
係
員
級

技師 1

計 2
１級 主事又は技師の職務 2 9.5

主事 1

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

44.1 366,845 542,378

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計

13,757 30,274 122,063 6,781

平均年齢 基本給 平均月収額

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

27年度
人　 千円 千円 千円 千円 千円

18 78,032

27.2

区分
職員数 給与費 一人当たり給与費

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　計　　　Ｂ

27年度
千円 千円　 千円　 ％ ％　

691,418 149,082 179,775 26.0

職員給与費比率 26年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

区分
総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

実質収支
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（注）１　和歌山県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　再任用職員も本表に含む。

(エ)　職員の手当の状況

ａ　期末手当・勤勉手当

千円

　　　  期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

ｂ　退職手当（平成２８年４月１日現在）

（支給率）　　　 　　自己都合　　　　　　応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(　2% ～ 45%)

退職手当の調整額

（退職時特別昇給　　　　なし　　　　　　　）

千円 千円

（注）１　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えて得た

  額である。

　　　２　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成24～27年度に退職した職員に支給された平均額である。

ｃ　地域手当（平成２８年４月１日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

（注） （　）内は、再任用職員の数である。

和歌山市及び橋本市以外の地域 1.5 11（1） 1.5

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

和歌山市 5 9 5

支給実績（平成２７年度決算） 2,135 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 106,730   円

１人当たり平均支給額　 － 26,438

49.590 49.590

在職した職務の級に応じた
定額
(0円～65,000円)の60月分

29.145 34.5825

41.325 49.590

（加算措置の状況）

 職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　   5～20％
　・管理職加算　10～20％

和　歌　山　県

退
職
手
当
の
基
本
額

20.445 25.55625

1,514

（平成２７年度支給割合）

2.6 1.6

(1.45) (0.75)

合　計 21

和　歌　山　県

１人当たり平均支給額（平成27年度）

部
長
級

計 0

（％） 段階

９級

１　本庁の部長の職務
２　本庁（和歌山海区漁業調整委員会事務局
　を除く。）の事務局長の職務
３　困難な業務を行う振興局の長の職務
４　特に困難な業務を行う参事の職務

0 0.0 0 0.0

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人）
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ｄ　特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

ｅ　時間外勤務手当

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成27年度決算）」と同じ

　年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、制度上時間外手当の支給対象とならない職員を除く。）

　であり、短時間勤務職員を含む。

ｆ　その他の手当（平成２８年４月１日現在）  

千円 円

千円 円住居手当
住居を借り受け月額12,000円を
超える家賃を支払っている職員
　(借家）　  最高27,000円

同じ 912 304,000

（平成27年度決算）

扶養手当

1　配偶者　　      13,000円
2　配偶者以外の扶養親族
　　　　　　      　6,500円
　 (そのうち１人については、
  配偶者がいない場合
                  11,000円）
3　満16歳から満22歳まで
　の子　　  5,000円加算

同じ 2,969 247,417

内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名
（平成27年度決算）

平均支給年額

支給実績（平成２６年度決算） 1,568 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） 98 千円

支給実績（平成２７年度決算） 1,566 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 82 千円

用地交渉手当
公営企業課、工業用
水道管理センターに
勤務する職員

現地における公共用
地の取得の交渉の業
務

0 千円

日額1,000円
ただし、夜間に従事
した場合又は週休日
等に従事した場合
は、その勤務1日につ
き500円を加算するこ
とができる。

災害応急作業等手
当

公営企業課、工業用
水道管理センターに
勤務する職員

重大な災害が発生し
た工業用水道施設及
びその周辺において
行う巡回監視、応急
作業のための災害状
況の調査等

0 千円

日額800円
ただし、日没から日
の出までの間に従事
した場合は、その勤
務1日につき400円を
加算することができ
る。

特別環境作業従事
手当

公営企業課、工業用
水道管理センターに
勤務する職員

①地上10ｍ以上の危
険箇所にて行う工業
用水道施設の管理業
務
②非常に狭く崩落の
危険がある、又は水
道管の破裂等特別な
危険の生じるおそれ
のあるずい道内の調
査又は検査

18 千円
①日額300円
②日額500円

手当の種類（手当数） 3

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(平成27年度決算)
左記職員に対する支給単価

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 1,830 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２７年度） 50.0 　％

支給実績（平成２７年度決算） 18

31



千円 円

千円 円

千円 円

イ　土地造成事業
(ア)　職員給与費の状況

ａ　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は平成27年4月1日現在の人数である。

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、

　職員数には当該職員を含んでいない。

(イ)　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２８年４月１日現在）

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

（ウ） 級別職員数等の状況

　等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成２８年４月１日現在）

行政職給料表

２級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主事又は技師の職務

0 0.0
計

1

計 1

1 33.3
係
長
級

計 0

４級 困難な業務を行う係長又は主査の職務 1 33.3
主査

（％） 段階

１級 主事又は技師の職務 0 0.0

0 0.0

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人）

0

３級
１　係長又は主査の職務
２　副主査の職務

0 0.0

係
員
級

計 0

平均年齢 基本給 平均月収額

48.3 412,657 601,599

千円 千円

3 13,207 2,605 5,562 21,374 7,125

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　計　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

27年度
人　 千円 千円 千円

605,731 ▲ 87,092 26,272 4.3 2.4

区分
職員数 給与費 一人当たり給与費

　　　　　　Ａ

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

27年度
千円 千円　 千円　 ％ ％　

区分
総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 26年度の総費用に占

Ａ  

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員
に職務の級及び支給区分に応じ
て定額を支給
（55,000～75,700円）

同じ 3,092 773,100

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時
から翌日の午前5時までの間に
勤務した職員に支給
1時間当たりの給与額×0.25×
時間数

同じ 9 2,177

（平成27年度決算）

通勤手当

通勤距離が片道２㌔以上
で、交通機関を利用し、又は
交通用具を使用して通勤して
いる職員
 1　交通機関
          　限度額55,000円
 2　交通用具
　(1)二輪  2,000～31,600円
　(2)四輪  2,000～44,300円

同じ 2,832 141,594

内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名
（平成27年度決算）

平均支給年額
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（注）　和歌山県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

(エ)　職員の手当の状況

ａ　期末手当・勤勉手当

千円

　　　  期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

ｂ　退職手当（平成２８年４月１日現在）

（支給率）　　　 　　自己都合　　　　　　応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(　2% ～ 45%)
退職手当の調整額

（退職時特別昇給　　　　なし　　　　　　　）

千円 千円

（注）１　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えて得た

  額である。

　　　２　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成24～27年度に退職した職員に支給された平均額である。

１人当たり平均支給額　 － －

49.590 49.590

在職した職務の級に応じた
定額
(0円～65,000円)の60月分

29.145 34.5825

41.325 49.590

（加算措置の状況）

 職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　   5～20％
　・管理職加算　10～20％

和　歌　山　県

退
職
手
当
の
基
本
額

20.445 25.55625

1,855

（平成２７年度支給割合）

2.6 1.6

(1.45) (0.75)

合　計 3

和　歌　山　県

１人当たり平均支給額（平成27年度）

0 0.0
部
長
級

計

９級

１　本庁の部長の職務
２　本庁（和歌山海区漁業調整委員会事務局
　を除く。）の事務局長の職務
３　困難な業務を行う振興局の長の職務
４　特に困難な業務を行う参事の職務

0 0.0

0

８級

１　本庁の部に置かれる局の長の職務
２　振興局の長又は和歌山県東京事務所の
　長の職務
３　困難な業務を行う参事の職務

0 0.0

0 0.0
次
長
級

計 0

計 0

７級

１　参事の職務
２　困難な業務を行う本庁の課長の職務
３　困難な業務を行う地方機関の長の職務
４　困難な業務を行う振興局の部長の職務
５　困難な業務を行う企画員の職務

0 0.0

1 33.3
課
長
級

６級

１　本庁の課長の職務
２　振興局の部長の職務
３　地方機関（振興局及び和歌山県東京事務
　所を除く。次項において同じ。）の長の職務
４　本庁の副課長又は振興局の副部長の職務
５　企画員又は主幹の職務

1 33.3

主幹 1

計 1

1 33.3
課　補
 　　佐
長　級計 1

５級
１　本庁の課長補佐の職務
２　本庁の班長又は地方機関の課長の職務
３　主任の職務

1 33.3

主任 1

職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
区分

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合　計 内　訳
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ｃ　地域手当（平成２８年４月１日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

ｄ　特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

ｅ　時間外勤務手当

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成27年度決算）」と同じ

　年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、制度上時間外手当の支給対象とならない職員を除く。）
　であり、短時間勤務職員を含む。

ｆ　その他の手当（平成２８年４月１日現在）  

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円管理職手当

管理又は監督の地位にある職員
に職務の級及び支給区分に応じ
て定額を支給
（55,000～75,700円）

同じ 660 660,000

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時
から翌日の午前5時までの間に
勤務した職員に支給
1時間当たりの給与額×0.25×
時間数

同じ 2 2,075

通勤手当

通勤距離が片道２㌔以上
で、交通機関を利用し、又は
交通用具を使用して通勤して
いる職員
 1　交通機関
          　限度額55,000円
 2　交通用具
　(1)二輪  2,000～31,600円
　(2)四輪  2,000～44,300円

同じ 318 105,980

（平成27年度決算）

扶養手当

1　配偶者　　      13,000円
2　配偶者以外の扶養親族
　　　　　　      　6,500円
　 (そのうち１人については、
  配偶者がいない場合
                  11,000円）
3　満16歳から満22歳まで
　の子　　  5,000円加算

同じ 895 298,333

内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名
（平成27年度決算）

平均支給年額

支給実績（平成２６年度決算） 190 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） 63 千円

支給実績（平成２７年度決算） 139 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 70 千円

― ― ― ― 千円

手当の種類（手当数） 0

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(平成27年度決算)
左記職員に対する支給単価

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 0 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２７年度） 0 　％

和歌山市及び橋本市以外の地域 1.5 0 1.5

支給実績（平成２７年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

和歌山市 5 3 5

支給実績（平成２７年度決算） 590 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 196,829   円
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４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)一般職員の勤務時間の状況 (平成28年4月1日現在)

(2)一般職員の勤務時間の運用状況 (平成28年4月1日現在)

　ア 時差通勤制度の実施状況

イ ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制度の実施状況

ウ 育児・介護のための早出・遅出勤務の実施状況

(3)一般職員の年次有給休暇の使用状況 (平成27年1月1日～平成27年12月31日)

(注)　教育委員会の職員数には、市町村立学校の教職員数を含まない。

(4)特別休暇の導入状況

(5)介護休暇の取得者数 (平成27年度)

区分
１週間の正規
の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

知事部局 38:45 9:00 17:45 12:00～13:00

知事部局 × 教育委員会 × 警察本部 ×

教育委員会 38:45 9:00 17:45 12:00～13:00
警察本部 38:45 9:00 17:45 12:00～13:00

知事部局 ○ 教育委員会 ○ 警察本部 ○

知事部局 × 教育委員会 × 警察本部 ×

　知事部局 114,687.2日 30,456.2日 2,946人 10.3日 26.6％

区　分
総付与日数

(a)
総取得日数

(b)
全対象職員数

( c )
平均取得日数

(b)/( c)
消化率
(b)/(a)

　警察本部 94,459.4日 13,546日 2,462人 5.5日 14.3％
　教育委員会 126,283.3日 34,397.3日 3,232人 10.6日 27.2％

3  骨髄移植 必要と認められる期間
4  ボランティア休暇 １暦年７日以内
5  職員の結婚 ７日以内

(平成28年4月1日現在)

種類 付与日数
1  公民権行使 必要と認められる期間
2  裁判員・証人等出頭 必要と認められる期間

9  産前産後 出産予定日以前８週間（多胎妊娠の場合１４週間）の日から産後８週間の日まで

10 生理 必要と認められる期間
11 育児時間 １日２回各４５分以内

6  妊娠中の通勤 １日を通じて１時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
7  妊娠障害（つわり） ７日以内
8  妊娠・産後の保健指導等 妊娠期間に応じて付与

15 短期介護 １暦年５日（要介護者が２人の場合は１０日）以内
16 職員の子の婚礼 １日
17 法事等 慣習上最小限度必要と認められる期間

12 妻の出産 ３日以内
13 男性職員の育児参加 ５日以内
14 子の看護 １暦年５日（子が２人の場合は１０日）以内

21 感染症等 必要と認められる期間
22 天災被害 １０日を超えない範囲で必要と認められる期間
23 出勤困難 必要と認められる期間

18 忌引き 配偶者は１０日、父母７日、子５日、祖父母３日他
19 夏季 原則、連続する５日の範囲内の期間
20 永年勤続 連続する３日の範囲内の期間

24 退勤時危険回避 必要と認められる期間

(単位：人)

区分 性別等
要介護者数(職員との続柄別)

取得者数
計 配偶者 その他父母 子

配偶者の
父母

祖父母 兄弟姉妹 孫

知事
部局

男性職員 0 0 0 0 0 0 0

計 1 1 0 1 0 0 0

0 0 0
女性職員 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0
教育
委員
会

男性職員 4 4 2 0
女性職員 24 24 3 17 2 1 1 0

2 0 0 0 0 0
0 0

計 28 28 5 19 2 1 1 0 0 0

警察
本部

男性職員 0 0 0 0 0
0 0

0
女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0計 0 0 0 0 0
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５　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数（平成27年度） (単位：人)

処分の種類

処分事由・任命権者

知事部局 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

教育委員会 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

警察本部 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

小計 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

知事部局 0 〔0〕 0 〔0〕 93 〔33〕 93 〔33〕

教育委員会 0 〔0〕 0 〔0〕 87 〔85〕 87 〔85〕

警察本部 0 〔0〕 0 〔0〕 49 〔19〕 49 〔19〕

小計 0 〔0〕 0 〔0〕 229 〔137〕 229 〔137〕

知事部局 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

教育委員会 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

警察本部 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

小計 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

知事部局 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

教育委員会 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

警察本部 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

小計 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

知事部局 0 〔0〕 0 〔0〕

教育委員会 0 〔0〕 0 〔0〕

警察本部 0 〔0〕 0 〔0〕

小計 0 〔0〕 0 〔0〕

知事部局 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

教育委員会 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

警察本部 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

小計 0 〔0〕 0 〔0〕 0 〔0〕

知事部局 0 〔0〕 0 〔0〕 93 〔33〕 0 〔0〕 93 〔33〕

教育委員会 0 〔0〕 0 〔0〕 87 〔85〕 0 〔0〕 87 〔85〕

警察本部 0 〔0〕 0 〔0〕 49 〔19〕 0 〔0〕 49 〔19〕

合計 0 〔0〕 0 〔0〕 229 〔137〕 0 〔0〕 229 〔137〕

知事部局 0

教育委員会 0

警察本部 0

小計 0

知事部局 0

教育委員会 0

警察本部 0

小計 0

（７）合計 ((1)～(6)の計）

（８）地公法第28条第4項により
　　失職した者

（９）地公法第28条第4項に基づ
　　く条例により失職しなかった
　　者

（注）　心身の故障による休職で処分期間を更新した場合等、同一の者が複数回の分限処分に付された場合は、その数を重複して
　　　計上している。
　　　　〔　〕は、実人数を計上している。

（１）勤務成績が良くない場合

（２）心身の故障の場合

（３）職に必要な適格性を欠く
　　場合

（４）職制・定数の改廃・予算の
　　減少により廃職・過員を生
　　じた場合

（５）刑事事件に関し起訴され
　　た場合

（６）条例で定める事由による
　　場合

失職降任 免職 休職 降給 合計
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（２）懲戒処分者数（平成27年度） (単位：人)

処分の種類

処分事由・任命権者

知事部局 0 1 0 0 1

教育委員会 0 0 0 0 0

警察本部 0 0 0 0 0

小計 0 1 0 0 1

知事部局 0 0 0 1 1

教育委員会 2 0 1 0 3

警察本部 0 0 0 0 0

小計 2 0 1 1 4

知事部局 0 0 0 0 0

教育委員会 0 0 1 5 6

警察本部 0 1 0 0 1

小計 0 1 1 5 7

知事部局 0 0 0 0 0

教育委員会 0 0 0 0 0

警察本部 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 0 0

知事部局 0 0 0 0 0

教育委員会 0 0 0 0 0

警察本部 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 0 0

知事部局 0 0 0 0 0

教育委員会 0 0 0 0 0

警察本部 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 0 0

知事部局 0 1 0 1 2

教育委員会 2 0 2 5 9

警察本部 0 1 0 0 1

合計 2 2 2 6 12

合計

（１）給与・任用に関する不正
　　(諸給与の不正領得等)

（７）合計 ((1)～(6)の計)

戒告 減給 停職 免職

（２）一般服務違反関係(信用
　　失墜行為・欠勤・勤務態度
　　の不良等）

（３）公務外非行関係(金銭・異性
　　関係等の非行等)

（４）収賄等関係

（５）道路交通法違反

（６）監督責任
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６　職員の服務の状況

(1)育児休業、育児のための部分休業及び育児短時間勤務の取得者数 (平成27年度)

 うち育児休業  うち部分休業  うち育児短

 時間勤務取

(注)　「育児休業取得者数」「部分休業取得者数」「育児短時間勤務取得者数」の欄の上段には平成27年度に新たに育児休業(部分休業又は育児短時間勤務)

　　を取得した者、下段には育児休業(部分休業又は育児短時間勤務)の期間が平成26年度から平成27年度にかけて引き続いている者の数を記入。

(2)育児短時間勤務の勤務形態　（平成27年度中に新たに育児短時間勤務を取得した職員） (単位：人)

(3)修学部分休業の実施状況 (4)高齢者部分休業の実施状況 (5)自己啓発等休業の実施状況

(6)配偶者同行休業の実施状況

(単位：人)

区分 性別等

育児休業 部分休業 育児短時 平成27年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員

 得者数

育休取得率
取得者数 取得者数 間勤務取 育児休業

　 得者数 対象者数  取得者数  取得者数

知事部局

男性職員
4 0 0

108

女性職員
27 9 3

26 26 0 0 100.0%
43 12 6

2 0 0 1.9%
0 0 0

0 0 20.9%
43 12 6

計
31 9 3

134 28

教育
委員会

男性職員
3 0 0

186

女性職員
151 8 5

152 151 0 0 99.3%
216 1 7

3 0 0 1.6%
0 0 0

0 0 45.6%
216 1 7

計
154 8 5

338 154

警察本部

男性職員
0 0 0

149

女性職員
23 1 1

23 23 0 0 100.0%
33 0 0

0 0 0 0.0%
0 0 0

0 0 13.4%
33 0 0

計
23 1 1

172 23

区分 性別等
勤務形態

合計
１日３時間５５分 １日４時間５５分 週３日 週２日半 その他

知事部局
男性職員 0 0 0 0

計 0 1 2

0 0
女性職員 0 1 2 0 0 3

0 0 5

0 0 3
男性職員 0 0 0 0 0

1

5

警察本部
男性職員 0 0 0 0 0 0
女性職員

計 1 3 1 0 0

教育
委員会

1

0
女性職員 1 3 1

1 0 0 0 0
計 1 0 0 0 0

区分 実施状況 取得者数取得者数

（平成27年度） （平成27年度） （平成27年度）

知事部局 ○ 0 知事部局 ○ 0 知事部局 ○ 0

区分 実施状況 区分 実施状況 取得者数

区分 実施状況 取得者数

○ 1

警察本部 ○ 0 警察本部 ○ 0 警察本部 ○

教育
委員会

○ 0
教育

委員会
○ 0

教育
委員会

0

（平成27年度）

警察本部 ○ 0

知事部局 ○ 0

教育
委員会

○ 0
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７　職員の退職管理の状況

①再就職情報の届出について

　地方公務員法の改正に伴い、和歌山県職員の退職管理に関する条例を制定し、
平成２８年４月１日から施行した。
　以下の再就職情報について、退職者に届出をさせる。
　（知事部局については、従来より公表済み）

　●届出事項

１　氏名
２　生年月日(年齢)
３　離職時の所属・職名
４　離職日
５　再就職日
６　再就職先の名称
７　再就職先の業務内容
８　再就職先における地位(役職等)

②再就職者による依頼等の規制

　地方公務員法第３８条の２第６項第６号の規定に基づく再就職者による依頼等承認申請、
同条第７項の規定に基づく規制違反依頼等届出をさせる。

39



８　職員の研修の状況

　研修状況 (平成27年度)

2 8
2 3
3 2

2 2

2 2

2 2
2 1

1 1

1 2
1 182
1 304
1 30
2 61
1 82
4 1
2 1
3 2
2 2
3 2
2 2
2 2
1 2
2 2
2 2
2 2

2 1

1 1

2 1

2 2
1 1

1 1

2 3

2 1

1 1

2 1

1 3
1 1
1 1

1 1

1 1
1 16
1 2

1 4

1 3

1 8

1 4

1 10

1 6
1 10

1 4

基
　
本
　
研
　
修

初任者研修 269

教育委員会職員（10年経験者26年度継
続者）

88

新規採用養護教員研修
教育委員会職員(新規採用養護教員研
修)

13

初任者研修（3年次研修）（25年度継続）
教育委員会職員(新規採用25年度継続
者)

215

10年経験者研修 教育委員会職員（10年経験者教員） 111

新規採用学校事務職員研修
教育委員会職員(新規採用学校事務職
員)

6

新任主査研修 知事部局職員（新任係長級職員） 101
約一か月の民間
体験研修

人権研修 警部補以下の警察官及び一般職員

特
 

別
 

研
 

修

行政争訟講座（第２回目） 警察職員のうちの希望者 1
キャラバン・メイト　フォローアップ研修 警察職員のうちの希望者 4

プレゼンテーション研修
政策形成能力開発研修
財務諸表の見方研修
統計分析講座
メディア対応研修
政策法務能力研修
行政争訟講座
民法講座

ディベート研修

研　修　名　等 対　象　者
回数
等

日数
(日)

修了者数
(人)

備　考

知事部局職員（新任の本庁班長、地方
機関の課長等）

59

課長補佐研修Ⅰ

一
　
般
　
研
　
修

教育委員会事務局等職員研修
教育委員会職員（事務局等新規採用職
員）

29

県教育庁等職員人権研修 教育委員会職員（事務局等職員） 448

課長補佐研修Ⅱ

新任管理者研修 知事部局職員（新任管理者）

知事部局職員（新任課長補佐級職員） 89

初任科 新規採用の警察官（大卒） 50
初任科 新規採用の警察官（大卒以外） 52

新任所属長研修 知事部局職員（新任所属長） 41
62

新規採用職員研修 知事部局職員（新規採用職員） 122
２年目職員研修 知事部局職員（採用後２年目の職員） 109
新任副主査研修 知事部局職員（新任副主査職員） 73

一般職員初任科 新規採用の一般職員 13
初任補修科 採用時教養警察官（大卒） 66
初任補修科 採用時教養警察官(大卒以外） 33
幹部研修 警部以上の警察官及び一般職員 320 1回約80名

初任者研修（宿泊研修） 269

初任者研修（2年次研修）（26年度継続）
教育委員会職員(新規採用26年度継続
者)

248

250 1回約120名
住民との対話能力向上研修 89

58
116

76

職場研修指導者セミナー 知事部局職員（職場研修委員） 237

新規採用栄養教諭研修 教育委員会職員(新規採用栄養教諭) 5
新規採用栄養職員研修 教育委員会職員(新規採用栄養職員) 1

10年経験者研修（26年度継続）

県職員人権・同和特別研修指導責任者
研修会

知事部局職員（職場研修委員、振興局
人権担当職員等）

171

レベルアップセミナー

団体連携型研修

知事部局職員（係長級昇任前の職員）

知事部局職員（新たに職場研修委員に
任命された者）
知事部局職員（管理する立場にある者）
知事部局職員(新規採用職員に対する指
導職員）
知事部局職員（育児休業代替職員）
知事部局職員（育児休業職場復帰者）

知事部局職員（特別指導対象職員が所属す
る課室の所属長又は所属長が指名した者）

知事部局職員（採用１０年目程度の職
員）

知事部局職員（全職員）

56
38
9

44
59
57

33

3
関西広域連合主
催研修

39
関西広域連合主
催研修

5
市町村職員研修
協議会主催研修

3

セ
ミ
ナ
ー

53

213

88

12
10

76

教育委員会職員（新規採用教員）

知事部局職員（係長級以上の職員）

臨時的任用職員研修

債権管理研修

知事部局職員（全職員）

知事部局職員（臨時的任用職員）

知事部局職員（非強制徴収公債権・私債
権に係る職員）

職場研修委員研修

メディア対応研修（管理職向け）

新規採用職員指導職員研修

育休任期付職員等研修
育児休業者職場復帰サポート研修

部下職員指導支援研修

政策形成能力研修
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1 3
1 2

1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

1 1

1 1
1 1
1 1

1 1

1 1

1 1
1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
1 1
1 12
1 12
1 12
1 24
1 12

新任校長研修 教育委員会職員(管理職（新任校長）) 76

教育委員会職員（各市町村教育委員会
教育長（県立学校については学校長）が
推薦する教員）

99

小学校教育実践研修(国語科)②
教育委員会職員（各市町村教育委員会
教育長（県立学校については学校長）が
推薦する教員）

99

小学校教育実践研修(国語科)①

教育委員会職員(管理職（新任教頭）) 86

特別支援学級担当教員研修
教育委員会職員(初めて特別支援学級を
担当した教員)

76

通級指導教室担当教員研修
教育委員会職員(初めて通級指導教室を
担当した教員)

33

交通任用科 交通警察任用予定者 16

昇任予定の巡査長 8
警備任用科 警備警察任用予定者 8
捜査及び鑑識専務員任用科 刑事警察任用予定者 17

中学校・高等学校国語科教育研修
講座

57

中学校数学科教育実践研修① 41
中学校数学科教育実践研修② 40
中学校数学科教育実践研修③ 38
中学校・高等学校数学科教育研修講座 46

四季の星座研修講座 29
英語科教育研修講座－オールイングリッ
シュに対応した授業づくり－

51

中学校社会科・高等学校地理歴史科教
育研修講座

46

理科教育研修講座 59

小学校社会科教育研修講座 25

小学校外国語活動研修講座 19
道徳教育研修講座 132

電子顕微鏡活用研修講座 9

教育相談研修講座①－事例検討 (応用
編)－

79

障害理解を深める特別支援教育研修講
座

32

特別支援学校の教育実践に学ぶ研修講
座

31

知的障害のある子どもが輝く授業づくり研
修講座－国語科－

66

学校経営研修講座②－保護者とのかか
わりについて考える－

2

生徒指導研修講座 59

教育相談研修講座②－カウンセリング
ワークショップ－

52

教育相談研修講座③－事例検討 (基本
編)－

35

学校経営研修講座①Ａ(校長の部)－学校
におけるＯＪＴの推進－

0

教育委員会職員(教員)

教育委員会職員(校長、教頭)

教育委員会職員(教員)

通常の学級で進める特別支援教育研修 92

ＡＬＴとの効果的なＴＴのための英語科研
修講座

29

学校が元気になる共育コミュニティ研修講
座

65

活力ある学校図書館をめざす司書教諭・
学校司書等研修講座

教育委員会職員(司書教諭・学校司書・
学校図書館に関係する教職員)

警部補任用科 昇任予定の巡査部長 9

認知行動療法の視点を取り入れた授業
づくり研修講座

46

事例に学ぶ情報モラル教育研修講座 30
教育委員会職員(教員)

初任者のためのICT授業活用研修講座 29

防災教育研修講座 教育委員会職員(教職員) 47

学校経営研修講座①Ｂ(教頭の部)－学校
におけるＯＪＴの推進－

1

45

巡査部長任用科

小学校教育実践研修(国語科)③
教育委員会職員（各市町村教育委員会
教育長（県立学校については学校長）が
推薦する教員）

94

新任教頭研修

食育研修講座 39

若手教員のための教育相談研修講座 63
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1 5
1 5
1 10
1 5
1 5
1 12
1 5

1 5

1 5
1 10
1 5
3 1
1 9
1 15
1 5
1 5
1 1

研
究

開
発

188

教
育

相
談

303

特
別

支
援

102

1
1

16,564

教育相談主事等派遣事業等に係る研修 教育委員会職員(教員) 3,555
随時要請に応じ
て

長
期

研
修

長期教員研修 9 一年間
教員の長期社会体験研修 8 一年間

鑑識任用専科 13

交通実務専科 13
サイバー犯罪捜査実務専科 10

学校支援・調査研究事業等に係る研修 教育委員会職員(教員) 2,454
随時要請に応じ
て

総合実務専科 93

警護専科 14

緊急自動車運転技能者専科（四輪） 5
留置担当官任用専科 40

総合実務専科 係長以下の一般職員 33

取調べ技能専科 14
恋愛感情等のもつれに起因する暴力的
事案への対策
通信指令専科

14

7

術科指導者専科 14

随時要請に応じ
て

検視実務専科 14
職務質問専科 6

留置担当官専科 13
災害警備専科 14
特殊犯捜査専科 14

教育委員会職員(選考された教員)

警部補以下の警察官

特別支援事業等に係る研修 教育委員会職員(教員) 4,116

専
 

門
 

研
 

修
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(1) 公務災害・通勤災害の認定件数

(注) １　この様式に定める「知事部局」は、議会事務局・人事委員会事務局・監査委員事務局・和歌山海区漁業調整委員会を含みます。

２　各互助会に対する補助金については、平成１８年度から廃止しました。

補　　助　　金 ０　千円 ０　千円 ０　千円

掛　　　　　 金 165,906 千円 395,942千円 71,176千円

掛　　金　　率 （給料）×8/1000 (給料)×1/100 （給与＋扶養手当）×7.3/1000

（一財）和歌山県職員互助会 （一財）和歌山県教育互助会 （一財）和歌山県警察共助会

会　　員　　数 5,332 人 9,341人 2,466人

脳波検診 白バイ勤務員 0 0 10

(3) （一財）和歌山県職員互助会・（一財）和歌山県教育互助会・（一財）和歌山県警察共助会の状況 （平成27年度）

高気圧作業従事者検診 高気圧作業従事者 0 0 31
鉛業務従事者検診 鉛業務従事者 0 0 9

給食業務健康診断 県立学校寄宿舎調理員、学校栄養職員・給食調理員、給食介助員 0 73 0
機動隊員特別検診 機動隊員及び管区機動隊員 0 0 69

特定化学物質等取扱業務健康診断 特定化学物質取扱業務に従事する職員 33 0 0
介護業務健康診断 県立特別支援学校教職員のうち希望者 0 34 0

海外派遣労働者健康診断 6ヶ月以上海外へ派遣される職員及び6ヶ月以上海外へ派遣され帰国した職員 0 0 0
結核健診 医療関係者で結核患者と直接接触する機会のある職員 6 2,901 0

深夜業務従事者健康診断 深夜業務に従事する職員 105 0 571
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ取扱業務健康診断 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ取扱業務に従事する職員 9 0 0

B型肝炎健康診断 血液取扱い業務に従事する職員の内希望者 26 964 0
乗船業務健康診断 乗船業務に従事する職員 12 0 0

家畜疾病等取扱業務健康診断 動物の負傷･疾病等取扱業務に従事する職員 70 0 0
VDT作業健康診断 VDT作業に従事する職員の内希望者 166 0 0

有機溶剤等業務健康診断 有機溶剤等取扱業務に従事する職員 39 0 13
振動業務健康診断 振動工具取扱業務に従事する職員 88 0 0

電離放射線業務健康診断 放射線業務に従事する職員 15 0 38
農薬業務健康診断 有機リン系農薬取扱業務に従事する職員 82 0 0

定期健康診断 全職員（非常勤職員含む） 4,029 3,317 2,456
雇入時健康診断 新規採用職員 119 13 0

警察本部 59

(2) 健康診断実施状況 （平成27年度）

健康診断名 受診対象者

受診者数

知事部局 教育委員会 警察本部

内
訳

知事部局 27

教育委員会 29 教育委員会 1 教育委員会 30

警察本部

内
訳

知事部局 22

内
訳

知事部局 5

51 警察本部 8

公　務　災　害 102 通　勤　災　害 14 合　　計 116

９　職員の福祉及び利益の保護の状況

（平成27年度）

区　　分 件　　数 区　　分 件　　数 区　　分 件　　数
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